






研究目的　優性保護法の改訂により、在胎 22、23 週を含む超未熟児を収容する機会が増

え、それらの児が成長、発達する過程における様々な問題がクローズアップされている。

そこで今回、在胎 25週未満の超未熟児における退院後の問題点につき検討した。


